
・児童手当や保育園の入園等の各種手続きにおいて所得証明書や課税証明書等が必要な方

・国民健康保険、後期高齢者医療保険加入世帯の世帯主の方や、介護保険(第１号被保険者)に加入の方

①給与所得がある方
　勤務先から宗像市へ給与支払報告書を提出いただいている方は、市民税県民税の申告は不要です。
　ただし、以下ア～エに該当する方は、所得税の確定申告が必要です。(申告すれば還付される方を除く)

ア 令和７年の途中で退職・転職し、年末調整の済んでいない方

イ 医療費控除、社会保険料控除（年末調整未提出分）、住宅借入金特別控除など、控除の追加を行う方

ウ 給与収入の合計が2,000万円を超えている方

エ 年末調整済の給与以外の所得が20万円以上ある方　など

②事業（営業・農業）所得や不動産所得のある方
　所得税が発生する方は、所得税の確定申告が必要です。

③申告する方全員

が必要です。添付の場合は

台紙をご活用ください。

●提出期限:令和8年３月１6日(月)まで

１．申告要否のフローチャート

【令和７年中の収入がない方または非課税の収入のみの方でも、以下の理由に該当する方は申告をお願いします】

      〒811-3492(住所記載不要)
　 　宗像市役所 税務課 市民税係     電話番号：0940-36-7350

必ずお読みください

提出先・問い合わせ先

申告者ご本人や扶養親族の方などの

マイナンバーの記載
申告者ご本人の本人確認書類

の提示 又は 写しの添付

1



《 表面 》

 

２．申告書の書き方

この申告書は、令和7年中（令和7年1月1日～同年12月31日）の収入等を記入していただくものです

・課税収入０円の場合の生計について（収入がない場合や、非課税収入のみの場合）

　□遺族年金 □障害年金 □貯金 □扶養されていた（扶養主：　　　　　　　　　住所：　　　　　　　　　　　　　　　）　□その他（　　　　　　　　　　）

 ※ 当市に納めた⑬社会保険料控除について、世帯全員分の控除を（　□申告する　　□申告しない　）

・当該親族等が特定親族である場合には、「特親」欄に○を記入してください。

・別居の扶養親族等がいる場合には、裏面「１２」に氏名、個人番号、住所及び国外居住者である場合は区分を記入し

てください。

⑯地震保険料

  控除 円 円

５給与所得および公的年金等にかかる所得以外(令和8年4月1日

　において65歳未満の方は給与所得以外)の市県民税の納税方法

市民税県民税
国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料
申告書

基　礎　控　除 ㉕

４
所
得
か
ら
差
し
引
か
れ
る
金
額

寡婦、ひとり親控除
⑰～

勤労学生、障害者控除

小規模企業

共済等掛金控除
⑭

生命保険料控除 ⑮

㉔

円

支払った医療費等 保険金などで補塡される金額

差引損失額のうち災害関連支出の金額

円

損害の原因

（㉖＋㉗＋㉘）

医療費控除

配偶者（特別）控除

扶　養　控　除 ㉓

雑　損　控　除 ㉗

㉙

続

柄

区

分

3

フリ

ガナ

4
生年

月日

㉘
合　　　計3

円

円

特定親族特別控除

社会保険料控除

障害者控除

フリ

ガナ

氏

名
個人

番号

フリ

ガナ

氏

名

個人

番号

1

⑳

氏

名

配

偶

者

生年月日

氏

名
特

親

続

柄

生年

月日

⑪

合　　　計 ⑫

雑

（⑦＋⑧＋⑨） ⑩

続柄
生年

月日

行政区番号

1月1日現在

の　住　所

現 住 所 宗像市

ア

業 農      業 イ

業種又は職業

世帯主

の氏名

同居・

別居の

区分

続

柄

サ

そ  の  他

利　　　子

合      計

農      業

勤労学生控除

円社会保険の種類

一      時

フリ

ガナ

個人番号

特

親

同居・

別居の

区分

同居・

別居の

区分

続

柄

特

親

万円

フリ

ガナ

配　　　当

事 営  業  等

総合譲渡・一時

続

柄

円

円

合　　　　計 円

円

表

宛名番号

３所得から差し引かれる金額に関する事項

損害年月日

フリガナ

氏　　名

世帯番号

令和 年度8

円

保険金などで補てんされる金額

  ㉒

㉑～

氏

名

同居・

別居の

区分

⑬から㉕までの計 ㉖

1

2

フリ

ガナ 生年

月日

氏

名

個人番号

損 害 金 額

万円

　配 偶 者 の

合計所得金額

雑損控除

1

6

歳

未

満

の

扶

養

親

族

(

控

除

対

象

外

)

㉘

　医療費控除

㉗

生年

月日

個人番号

氏

名

生年

月日

フリ

ガナ

特

親

フリ

ガナ

1

生年

月日

生年

月日

個人番号

円

同居・

別居の

区分

障害の程度

旧生命保険料の計

旧個人年金保険料の計

万円

同居・

別居の

区分

続

柄
同居・

別居の

区分

介護医療保険料の計

死別

⑲

控除額

個人番号

㉑～㉒

配偶者控除・

配偶者特別控除

2

氏

名

個人番号

㉓
～

㉔

扶

養

控

除

・

特

定

親

族

特

別

控

除

損害を受けた資産の種類

個人番号

同一生計配偶者

支払保険料 支払保険料
円

社会保険の種類

⑰～⑲
寡婦控除、

ひとり親控除、

勤労学生控除

（学校名）ひとり親

控　　除

⑱

フリ

ガナ

同一生計配偶者（控除対

象配偶者を除く。）

控除額

控除額

年 月 日

離婚

円

⑰

未帰還

寡婦控除

地震保険料の計

新生命保険料の計

新個人年金保険料の計
円

フリ

ガナ

控除額

氏

名

障害の程度

業      務

公的年金等

給　　　与

⑦

続

柄

万円

ウ１
　
収
　
入
　
金
　
額
　
等

２
　
所
　
得
　
金
　
額

旧長期損害保険料の計

業

氏

名

④

利　　　子

不　動　産

事 営  業  等

シ

キ

業      務 ク

そ  の  他 ケ

総

合

譲

渡

不　動　産

配　　　当 オ

給　　　与 カ

地震保険料控除 ⑯

①

2

生死不明

公的年金等

長      期

コ

雑

短      期

円

⑤

⑥

⑧

⑨

③

個人

番号

エ

②

  ⑱

⑬

宗像市長あて

提出年月日

⑬社会保険料

  控除
例：国民健康保険税

　後期高齢者医療保険料

　介護保険料

　国民年金　等

職員記入欄：（　　）コ投（　　）103投

（　　）14窓　（　　）〒投　（　　）対相

電話番号

個人番号

⑮生命保険料

  控除

⑲～
  ⑳

Ⓐ

Ⓑ

地方税法附則第4条の4の規定の適用を選択する場合には、

｢医療費控除｣欄の｢区分｣の□に｢１｣と記入してください。

□ 給与から差引き（特別徴収）

□ 自分で納付（普通徴収）

□ 「申告書の控え」送付を希望する

所得金額の計算

方法は４～５ペー

ジに記載

所得控除・明細の

計算方法は6～7

ページに記載

提出日・住所・氏

名・生年月日、電

話番号等必要事

項をご記入くだ

さい。

医療費控除を申告さ

れる方は、「医療費

控除の明細書」を必

ず作成してください。

作成されない場合、

控除金額の確認がで

きないため、控除が

受けられません。

ア、イ、ウに該

当する収入が

ある方は、収

支内訳書を作

成してくださ

い。

収入がなかった

方、非課税所得

があった方は５

ページを参照し

ご記入ください。

控えが必要な方はチェ

ックをつけてください。

太枠内に必要事項を記入し、必要な証明書等の添付資料を同封すれば、郵送申告ができます。

提出された添付資料に基づき職員が補完します。記入漏れがないようご注意ください。
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《 裏面 》

 

給与所得の源泉徴収票がない方は、給与

収入の内訳をご記入ください。

各団体への寄附

金額をご記入く

ださい。

事業所得(営業・農業)や不動産所得がある方は、

別途収支内訳書を作成してください。

事業所得者で、

専従者控除があ

る場合は、ご記

入ください。

扶養親族が別居

している場合は、

ご記入ください。

   

裏６給与所得の内訳 ７事業・不動産所得に関する事項

こ
の
申
告
書
を
提
出
し
た
方
は
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん

。

分
離
課
税
に
係
る
所
得
等
の
あ
る
方
は

、

「
市
民
税
県
民
税
申
告
書

（
分
離
課
税
等
用

）
」
を
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い

。

① 事 業 所 種 別 所得の種類
支払者の「名称」及び

「法人番号又は所在地」等
収入金額 必要経費

勤 務 先

所 在 地
円 円

事業所番号

青色申告特別

控除額

円

勤務先名

収 入 合 計 額 円

② 事 業 所 種 別

勤 務 先

所 在 地

勤務先名
８配当所得に関する事項

事業所番号
配　当　所　得　の　種　類 支払確定年月 収入金額 必要経費

収 入 合 計 額
円

円 円

③ 事 業 所 種 別

勤 務 先

所 在 地

勤務先名

国外株式等に係る外国所得税額事業所番号

収 入 合 計 額 円

９雑所得（公的年金等以外）に関する事項
④ 事 業 所 種 別

種     目 収入金額 必要経費
勤 務 先

所 在 地
円 円

勤務先名

収 入 合 計 額 円

１０総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

事業所番号

収入金額 必要経費
差引金額

特別控除額
所得金額

（収入金額－必要経費） （差引金額－特別控除額）

ﾛ

円 円 ｲ短 期
円

総合譲渡

ﾊ

　右上のイの金額を表面のコに、ロの金額を表面のサに、ハの金額を表面のシに記入してください。
合計　ｲ+〔(ﾛ+ﾊ)×1/2〕 ニ

　右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。

一 時

円

長 期

円

１１事業専従者に関する事項 １３事業税に関する事項

1

フリ

ガナ
続柄

生年

月日

専従者給与

（控除）額氏名

損益通算の特

例適用前の

不動産所得

円
個人

番号

従事

月数

円 非課税所

得など

個人

番号

所得金額 円

円

前年中の

開廃業
専従者給与

（控除）額

専従者給与

（控除）額

円
事業用

資産の

譲渡損

失など

資産の種類

損失額、被災損失額(白)

他都道府県の事務所等

☐

3

フリ

ガナ
続柄

生年

月日

従事

月数

2

フリ

ガナ
続柄

生年

月日氏名

個人

番号

円

氏名

個人

番号

氏名 住所

従事

月数

１２別居の扶養親族等に関する事項

1

フリ

ガナ

個人

番号

　所得税における青色申告の承認の有無 合  計  額

国外

居住

配偶者☐
☐

2

フリ

ガナ

個人

番号

氏名 住所

氏名 住所

氏名
個人

番号

１5所得金額調整控除に関する事項
フリ

ガナ 続柄
生年

月日

特別障害者に

該当する場合

支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。ただし、認定特定非営利活

動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金については、上欄

に記入せず、別途「寄附金税額控除申告書（二）」を提出してください。

別居の

場合の

住　所

円

☐

分離肉用牛 円 免税所得

円

農 業

30歳未満又は70歳以上

１４寄附金に関する事項 その他の事項・備考欄

配 当 に 関 す る 住 民 税 の 特 例円

3

フリ

ガナ

☐ 障害者

配偶者 ☐ 障害者

留学 ☐
30歳未満又は70歳以上

38万円以上の支払

38万円以上の支払

38万円以上の支払

国外

居住

国外

居住

都道府県、市区町村分（特例控除対象）

住所地の共同募金会、日赤支部分・都道府県、

市区町村分（特例控除対象以外）

条例指定分
福岡県

宗像市

☐
☐
☐

☐
☐

配偶者 ☐ 障害者

留学 ☐
30歳未満又は70歳以上

留学 ☐

3



　

表 裏

①営業等所得
・卸売業、小売業、飲食
店業、製造業、建設
業、金融業、運輸業な
どの営業
・医師、弁護士、作家、
外交員、大工などの自
由業
・漁業などの事業

所得金額 = 収入金額 - 必要経費 - 専従者給与
収 入 金 額･･･令和7年中に収入を得ることが確定した金額(売掛金、現物収入、雑収
                   入を含む)
必 要 経 費･･･令和7年中に収入を得るために要した費用(売上原価、給料賃金、減価
                   償却費、事業用資産の地代・家賃、修繕費など)で生活費は含みません。
専従者控除･･･事業専従者(生計を一にする配偶者や15歳以上の親族で、令和7年
             　 中に６ヶ月を超える期間、事業にもっぱら従事している方)1人につき、
                次のAとBのいずれか少ない方の金額を必要経費とすることができます。
                A･･･50万円(配偶者の場合は86万円)
                B･･･事業に係る所得の金額÷(事業専従者の数+1)
注意点*事業専従者とされた方は、扶養控除や配偶者控除の対象となりません。
          *専従者控除を受ける場合は、申告書裏面11の欄に必要事項を記入してください。

ア
①

②農業所得
農産物の生産、果樹の
栽培、家畜の飼育など

所得金額 = 収入金額 - 必要経費 - 専従者給与
収 入 金 額･･･令和7年中に収入を得ることが確定した金額(家事消費分を含む)
必 要 経 費･･･令和7年中に収入を得るために要した費用(種苗費、農薬衛生費
              など)で生活費は含みません。
専従者控除･･･営業等所得の項を参照

イ
②

③不動産所得
地代、家賃など

所得金額 = 収入金額 - 必要経費 - 専従者給与
収 入 金 額･･･令和7年中に収入を得ることが確定した金額(未収家賃などを含む)
必 要 経 費･･･令和7年中に収入を得るために要した費用(損害保険料、減価償却費、
              修繕費など)で生活費は含みません。
専従者控除 ･･･営業等所得の項を参照

ウ
③

④利子所得
公社債や預貯金の
利子など

非課税制度の適用を受けるものや、普通預金等の利子など、源泉徴収されているもの
は申告の必要はありません。

エ
④

⑤配当所得
株式または出資の
配当など

一般株式や上場株式等の大口株主分(発行済株式数の3%以上を保有するもの)は申
告が必要ですが、それ以外の上場株式等の配当等については申告は不要です。ただ
し、申告をすることによって特別徴収税額の控除や還付を受けることもできます。
※申告された場合は、合計所得に算入されるため、扶養控除の適用や、国民健康保険料等の算
定に影響する場合がありますのでご留意ください。
※令和6年度より、所得税と市民税県民税で異なる課税方法を選択することができなくなりまし
た。

オ
⑤

8

⑥給与所得
給与又は専従者給
与

収 入 金 額･･･令和7年中に収入を得ることが確定した金額(手取り額ではなく、
              所得税や社会保険料などが引かれる前の金額)
所 得 金 額･･･次項 《給与所得の計算について》 を参照

カ
⑥

6

⑦公的年金等に
係る雑所得
公的年金(厚生年金、
国民年金、各共済組合
の年金)や恩給など

収 入 金 額･･･所得税及び介護保険料など各種保険料が引かれる前の金額
所 得 金 額･･･次項 《公的年金等に係る雑所得の計算について》 を参照
※遺族年金や障害者年金などは、非課税所得となります。

キ
⑦

⑧業務に係る
　雑所得、
⑨その他の雑所得
生命保険契約に基づ
く年金、他のいずれに
も該当しない所得

所得金額 = 総収入金額 - 必要経費
※令和8年度より家内労働者等（外交員、集金人、電力量計の検針人など）の所得計算
の特例について必要経費に算入する金額の最大は65万円となります。
※業務に係る雑所得とは、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものをい
います。（シェアリングエコノミーに係る所得など）

業務
ク
⑧

他雑
ケ
⑨

9

⑪一時所得
生命保険の一時金や
損害保険の満期返戻
金、競馬や競輪の払戻
金

所得金額 = (収入金額 - 必要経費 - 特別控除) × 1/2
※特別控除額は50万円が限度です。ただし、収入金額-必要経費が50万円未満の場
合はその金額が上限となります。

シ
⑪

10

３．所得金額の計算 (令和7年1月1日から令和7年12月31日（令和7年中）の期間に得た金額 )

所得の種類 所得の計算方法　・　記入上の注意
申告書記入欄

申告書の表面「①」～「⑪」の金額を合計し、「⑫」に記載してください。

７、
１１、
収支
内訳
書
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給与所得（⑥欄）の計算について 円

円 円

円 円

円 円

【例】「給与の収入金額(カ) = 1,920,500円」の場合
  ①1,920,500円÷4=480,125  ⇒ 480,000(千円未満の端数を切捨て)
  ②480,000×2.8－80,000=1,264,000円 ⇒ 「給与所得」の金額は、1,264,000円となります。

●所得金額調整控除・・・次のイ、ロに該当する場合は所得金額調整控除が適用されます。
上記の表の「給与所得の金額」から所得金額調整控除を引いた額を⑥に記入してください。

 イ、給与等の収入金額が850万円を超え、次の（１）～（３）のいずれかに該当する場合

 (1)特別障害者に該当　(2)特別障害者である同一生計配偶者または※１の親族を有する　(3)22歳以下の※１の親族を有する

◆所得金額調整控除額＝（給与収入－８５０万円）×０．１

※１、「前年の合計所得金額が５８万円以下の生計を一にする親族」です。扶養親族以外で、（２）または（３）に該当する場合

　申告書裏面「１５所得金額調整控除に関する事項」も記入してください。

 ロ、給与所得および公的年金等に係る雑所得があり、給与所得と公的年金等に係る雑所得の合計額が１０万円を超える場合

◆所得金額調整控除額＝（給与所得（１０万円を限度）＋公的年金等に係る雑所得（１０万円を限度））－１０万円

※イにも該当する場合、イの控除後の金額から控除します。

公的年金等に係る雑所得（⑦欄）の計算について
合計

円

●昭和36年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)の計算 ※小数点以下切捨て

～ 円 円 円

～ 円 円 円

～ 円 円 円

～ 円 円 円

～ 円 円 円

●昭和36年1月2日以後に生まれた方(65歳未満の方)の計算 ※小数点以下切捨て

～ 円 円 円

～ 円 円 円

～ 円 円 円

～ 円 円 円

～ 円 円 円

【例】「昭和36年1月1日以前に生まれた方(65歳以上の方)で公的年金等の収入金額(A) = 3,456,789円」の場合

　（その他の収入が無い場合）

  3,456,789円×0.75-275,000=2,317,591.75  ⇒  2,317,591(小数点以下切捨て)

   ⇒ 「公的年金等に係る雑所得」の金額は、2,317,591円となります。

令和7年中に収入がなかった方、非課税所得があった方
申告書表面の下部に、生活費をどのように入手していたかを記入してください。

記載例
●どなたかの扶養に入っていた場合

扶養主（生活費を支援をしてくれていた親族や仕送り主）の住所、氏名を記入してください。

例：扶養主　宗像太郎　住所：宗像市東郷1丁目1番1号

●貯金または、非課税所得（遺族年金・障害年金等）を受給されていた方は、該当の箇所に☑を記入してください。

●上記に該当しないその他の場合は生活費等の入手方法を具体的に「その他」に記入してください。

2,000万円超
1,000万円超

2,000万円以下1,000万円以下

公的年金等に係る雑所得以外の合計金額　⑦欄

(キ)－ 1,755,000

(キ) × 0.95－1,255,000

(キ) × 0.85－485,000

(キ) × 0.75－75,000

(キ) － 400,000

(キ)－ 1,855,000

(キ) × 0.95－1,355,000

(キ) × 0.85－585,000

(キ) × 0.75－175,000

(キ) － 500,000

(キ)－ 1,955,000

(キ) × 0.95－1,455,000

(キ) × 0.85－685,000

(キ) × 0.75－275,000

(キ) － 600,000

公的年金等に係る雑所得以外の合計金額　⑦欄

1,000万円超
2,000万円以下

(キ)－ 1,855,000

(キ) × 0.95－1,355,000

(キ) × 0.85－585,000

(キ) × 0.75－175,000

(キ) － 1,000,000

2,000万円超

(キ)－ 1,755,000

(キ) × 0.95－1,255,000

(キ) × 0.85－485,000

(キ) × 0.75－75,000

(キ) － 900,000

給与の収入金額（カ）
合計

7,700,000 9,999,999円

     1,299,999円

10,000,000円

公的年金等の
収入金額（キ）

4,100,000 7,699,999円

公的年金等の
収入金額（キ）

公的年金等の収入金額（キ）

1,000万円以下

(キ)－ 1,955,000

(キ) × 0.95－1,455,000

※((カ)÷4) は、千円未満の端数を切り捨てて計算します。

10,000,000円

1,300,000 4,099,999円

4,100,000 7,699,999円

7,700,000 9,999,999円

     3,299,999円

3,300,000 4,099,999円

(キ) × 0.85－685,000

(キ) × 0.75－275,000

(キ) － 1,100,000

 (カ)×0.9-1,100,000

 (カ)-1,950,000

給与の収入金額（カ） 給与所得の金額（⑥） 給与の収入金額（カ） 給与所得の金額（⑥）

～　　650,999円 0 ((カ)÷4)※×3.2-440,000

651,000　～　1,899,999円

3,600,000　～　6,599,999円

6,600,000　～　8,499,999円

1,900,000　～　3,599,999円 8,500,000　～ 　　　　　　

 (カ)－650,000

((カ)÷4)※×2.8-80,000
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控除の種類
申告書
記入欄

必要書類等

災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書、被災証明等
※災害関連支出とは、損失金額のうち災害等に関連して住宅家財等の取壊し又は除去など
   のために支出した金額です。所得税の確定申告では災害減免法による所得税の減免と雑
   損控除の有利な方を選択できます。

※医療費控除
とセルフメ
ディケーショ
ン税制は選択
制になります 必要書類等

●医療費控除
・医療費控除の明細書、医療費通知(「医療費のお知らせ(健康保険組合等が発行)」など)

●セルフメディケーション税制
・セルフメディケーション税制の明細書

※医療費控除は「医療費の払い戻し」の制度ではありませんのでご注意ください。
※令和３年度申告より、明細書の添付が必須となります。領収書の添付・提示では申告
   できませんのでご注意ください。

必要書類等
納付証明書、口座振替済通知書、各保険料(税)の領収書、国民年金の支払額証明書等
※配偶者の年金から源泉徴収された社会保険料をあなたの控除として申告することは
  できません。

必要書類等 支払った掛金の領収書等

必要書類等 生命保険料控除証明書

必要書類等 地震保険料控除証明書

寄附金控除
（税額控除）

裏面
１4

⑯

医療費
控徐

●医療費控除               　　　　　　　 【2,000,000円が限度】
要 　件･･･あなたや、生計を一にする家族の医療費の負担が多額になった場合
控除額･･･(ア-イ)-(ウ、またはエの少ない方)
ア:医療費の支払額、イ:保険金等による補てん金額、ウ:10万円、エ:総所得金額等×5％

●〈特例〉セルフメディケーション税制　　　　　【88,000円が限度】
要　 件･･･健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組みをしている納税者が、特定成分を
           　 含んだスイッチOTC医薬品を購入する場合
控除額･･･スイッチOTC医薬品の購入対価－保険金で補てんされる金額－12,000円
※セルフメディケーション税制を申告する際は、申告書表面の「医療費控除」の区分欄に「１」を
　 記載してください ㉘

控除を受けられる要件等

雑損控除

要　 件･･･災害、盗難などで損失を受けた場合など
控除額･･･次のうちいずれか多い方の金額
     ①( 損失金額－保険金等による補てん金額 )－｛ ( 総所得金額等の合計額 )×0.1 ｝
     ②災害関連支出の金額－50,000円

㉗

⑮

⑬

⑭

４．所得控除
※文中に出てくる「総所得金額等」や「合計所得金額」は申告書表面「⑫合計」を用いてく
ださい。（分離課税等に係る所得金額がある場合を除く）

要　　  　件･･･特定の団体等に一定以上の金額を寄附した場合
※市民税県民税申告で寄附金控除を申告される方は、別途お問い合わせください。
　 また、該当がある場合は申告書裏面「１4寄附金に関する事項」に記載してください 。

社会保険料
控除

要　　件･･･あなたや生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険
         料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料、介護保険料などで、
　　　　 あなたが支払った場合
控除額･･･支払った社会保険料の金額

小規模企業
共済等掛金

控除

要  件･･･小規模企業共済掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済
         制度に係る掛金を支払った場合
控除額･･･支払った掛金の額

生命保険料
控除

(1)新契約 ( 平成24年1月1日以降契約分 )         (2)旧契約 ( 平成23年12月31日以前契約分 )

(3)新契約と旧契約がある場合は、一般分・個人年金分それぞれについて、次のア～ウのいずれか有利
な方を選択してください。
  ア．新契約のみ適用：(1)で計算
  イ．旧契約のみ適用：(2)で計算
  ウ．両契約ともに適用：(1)の新契約の控除額と、(2)の旧契約の控除額の合計 【28,000円が限度】
(4)控除額は、(1)～(3)による各控除額の合計 【70,000円が限度】

地震保険料
控除

(1)地震保険契約                                             (2)旧長期損害保険契約

※1つの契約で地震保険と旧長期損害保険に該当する場合は、いずれか一方のみを選択してください。
(3)控除額は、(1)、(2)による各控除額の合計 【25,000円が限度】

※一般分・個人年金分・介護医療分それぞれで計算

生命保険料控除額

0 ～ 12,000 (X) の金額

12,001 ～ 32,000 (X) × 0.5＋6,000

32,001 ～ 56,000 (X) × 0.25＋14,000

56,001 ～（単位：円 最高額   28,000

新
契
約

保険料支払額合計 (X)

※一般分・個人年金分それぞれで計算

生命保険料控除額

0 ～ 15,000 (Y) の金額

15,001 ～ 40,000 (Y) × 0.5＋7,500

40,001 ～ 70,000 (Y) × 0.25＋17,500

70,001 ～（単位：円 最高額   35,000

旧
契
約

保険料支払額合計 (Y)

地震保険料控除額

0 ～ 50,000 (A) × 0.5

50,001 ～（単位：円 最高額   25,000

地
震

保険料支払額合計 (A) 地震保険料控除額

0 ～ 5,000 (B) の金額

5,001 ～ 15,000 (B) × 0.5＋2,500

15,001 ～（単位：円 最高額   10,000

旧
長
期

保険料支払額合計 (B)
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学生証等、あなたが在学中であることを証明できるもの

障害の程度がわかる手帳、障害者控除対象者認定書

配偶者の所得が5８万円を超え133万円以下であることが確認できるもの

扶養控除 Ｈ２２.１.２以降生[16歳未満]の人

Ｈ1９.１.２以降[19歳未満]　Ｈ2２.１.１以前生[16歳以上]の人

Ｈ１５.１.２以降[23歳未満]  Ｈ１９.１.１以前生[19歳以上]の人

Ｓ３１.１.２以降[70歳未満]  Ｈ１５.１.１以前生[23歳以上]の人

同居老親等以外（S３１.１.１以前生[70歳以上]の親族等）

同居老親等（S３１.１.１以前生[70歳以上]の父母、祖父母）

）

）

）

）

）

）

）

）

特定親族特別
控除

※扶養控除との重複
はできません

123万円 （給与収入では 188万円

以下

120 以下 （給与収入では 185

以下

110 以下 （給与収入では 175

105

100 以下 （給与収入では 165105万円

115 以下 （給与収入では 180120万円

（給与収入では 160

3万円　

0万円　

超　～

超　～

超　～

超　～

超　～

超　～

超　～

超　～

超　～

超　～

以下

以下

以下

31万円　

21万円　

11万円　

6万円　

3万円　

0万円　

以下 （給与収入では 170110万円

115万円

123万円

170万円

175万円

180万円

185万円

188万円

95万円

所得税
( ※参考 ) 住民税

人的控除
の差額

金額に応じて変動

41万円　以下

以下

特定親族（H15.1.2以降[23歳未満]　H19.1.1以前生[19歳以上]）の合計所得金額

58 160万円

165万円

超　～

超　～

45万円　

41万円　95 100万円

以下 （給与収入では 123

以下

1万円　

「他の者の扶養となっていない生計を一にする子（総所得
金額＋退職所得金額＋山林所得金額の合計額が58万円
以下であること）」を有するもの

死別

離別かつ扶養親族を有する者（生計を一にする子を除く）

(父)1万円

100 超 ～

950万円超～1,000万円以下

6万円　 13万円　 3万円　 0円
S31.1.1以前生
（70以上）の者

老人控除対象配偶者

22万円　 11万円　

～

～

38万円　

　　所得控除

0円

申告者（本人）の合計所得金額

33万円　

33万円　

21万円　

16万円　

11万円　

6万円　

～

～

申告者（本人）の合計所得金額

障害者控除

58 超

95 超

～

～

人的控除
の差額

105 超

110

0円　

22万円　 11万円　 0円　

1,000万円超

11万円　 0円　115 超

超

6万円　

1,000万円超

4万円　33万円　 5万円

10万円

一般の控除対象配偶者

900万円以下

22万円　

26万円　

900万円超～950万円以下

11万円　 2万円　 0円

配偶者控除



記入欄

ひとり親控除

合計所得金額が500
万円以下で、事実上婚
姻関係に認められる者
がいないこと（住民票
の続柄に「夫（未届）」
「妻（未届）」と記載さ
れていないこと）

27万円　 26万円　

35万円　

勤労学生控除
自己の勤労による所得を有する方のうち、合計所得金額が８5万円以下で、か
つ、自己の勤労によらない所得が10万円以下の学生 27万円　 26万円　 1万円　 ⑲
必要書類等

寡婦控除

30万円　

⑰

⑱
(母)５万円

控除の種類 控除を受けられる要件等 所得税
( ※参考 )

住民税

⑳

65歳以上で、普通障害者に準ずると市町村長に認定された方

同居特別
障害者

上記の特別障害がある方が、納税者又は納税者と生計を一にする
その他の親族のいずれかと同居している場合

75万円　 53万円　 22万円　

必要書類等

特別障害者
身体障害者手帳２級以上、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳１級、

40万円　 30万円　 10万円　
65歳以上で、特別障害者に準ずると市町村長に認定された方

普通障害者
身体障害者手帳3級以下、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳２級以下、

27万円　 26万円　 1万円　

0円　 0円　

0円　

8万円　 4万円　 0円　

4万円　 2万円　 0円　

11万円　 0円　

～

※配偶者控除との重
複はできません

2万円　 1万円　130 超

133万円 超

133万円 以下 3万円　～

～ 0円

老人扶養親族

一般の扶養親族

48万円　 38万円　 10万円　

配偶者特別
控除

14万円　 7万円　

必要書類等

所得税
( ※参考 ) 住民税

人的控除
の差額

年少扶養親族   0万円　 0万円　 0万円　

900万円以下 900万円超～950万円以下 950万円超～1,000万円以下配偶者の合計所得金額

31万円　 21万円　

㉕16万円　

0万円　

15万円　

0万円　

5万円　

0万円　

合計所得金額が2，400万円超　2，450万円以下

合計所得金額が2，450万円超　2，500万円以下

合計所得金額が2，500万円超

合計所得金額が2，400万円以下 金額に応じて変動 43万円　 5万円　

以下

以下

基礎控除
32万円　 29万円　 5万円　

58万円　 45万円　

特定扶養親族   63万円　 45万円　 18万円　

13万円　

一般の扶養親族 38万円　 33万円　

38万円　 33万円　 5万円　

超　～

超　～

超　～

超　～

 ※人的控除の差は、所得税と市民税県民税の人的控除の差額による負担を調整するための「人的控除の差の調整控除」
で使用します。（8ページ参照）なお、差額の一部は税制改正前のものを引継ぐことになりました。そのため単純な差額と
は異なるものがあります。

120 超

125 超

95万円 以下

100万円 以下

105万円 以下

110万円 以下

115万円

120万円 以下

125万円 以下

130万円

26万円　 18万円　 9万円　

㉑
㉒

0円　

㉓
5万円　

0円　

31万円　

21万円　

11万円　

6万円　

㉔

前年の合計所得金

額が5８万円以下の

生計を一にする親族

を有する場合

前年の合計所得金額

が5８万円以下の生計

を一にする同一生計配

偶者を有する場合

あなたや扶養親族に

障害等がある場合

配偶者特別控除は、

配偶者の合計所得

金額に応じて控除額

が変わります。

人的控除の差額 人的控除の差額 人的控除の差額

人的控除の差 人的控除の差額 人的控除の差額

特定親族特別控除

は、特定親族の合計

所得金額に応じて控

除額が変わります。
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ここでは、「均等割・森林環境税（国税）」と「所得割」の計算の概要を説明します。
※森林環境税（国税）は森林環境等に必要な費用を確保するため、令和６年度から新たに課税された国税です。

(１)均等割・森林環境税（国税）（一定以上の所得金額がある方に、均等に負担していただく税金）

●①または②に該当する場合は、均等割・森林環境税（国税）が非課税となります。
① 障害者、未成年者、寡婦（ひとり親）の該当者で、前年中の合計所得金額が１３５万円以下の場合
② 前年中の合計所得金額が、次の計算式で計算した金額以下の場合

　　計算式　⇒　{ ３１５，０００円 ×（同一生計配偶者及び扶養親族の数＋１）＋ １００，０００円＋１８９，０００円※ } 

　　※ただし、同一生計配偶者や扶養親族がいない場合は、１８９，０００円は加算されません

　　例：同一生計配偶者や扶養親族がなく、前年中の合計所得金額415,000円以下の方

●均等割・森林環境税（国税）の非課税規定に該当しない場合は、下記の金額が課税されます。

(２)所得割（その方の所得金額に応じて負担していただく税金）

●①または②に該当する場合は、所得割が非課税となります。
① 均等割・森林環境税（国税）が非課税の場合
② 前年中の総所得金額等が、次の計算式で計算した金額以下の場合 

　　計算式　⇒　{ ３５０，０００円 ×（同一生計配偶者及び扶養親族の数＋１）＋１００，０００円＋３２０，０００円※ } 

　　※ただし、同一生計配偶者や扶養親族がいない場合は、３２０，０００円は加算されません

●所得割の非課税規定に該当しない場合は、次により計算します。

　※Ａに対する所得割の税率

　　市民税＝６％　　県民税＝４％

　※分離課税に係る所得等については、

　　 税率が異なります。

　   （ここでは省略しています）

  ※左記の計算結果は、税額控除（配当控

    除・寄附金控除、住宅ローン控除）など

    を省略していますので、目安と考えて

    ください。

  ※非課税の基準等については、改正と

     なる場合があります。

　※調整控除は、合計所得金額が

　　　2，500万円を超える場合は

　　　適用外です。

　

(３)市民税県民税（住民税）・森林環境税（国税）額

【市民税県民税（住民税）・森林環境税（国税）額】　＝　【(1)の均等割・森林環境税（国税）額】　＋　【(2)で算出した所得割額】

所得割額
Ｉ = Ｇ ＋ Ｈ

Ｉ

合計

5,500円

調整控除の内訳
Ｅ = Ｄ ÷ ５ × ３
Ｆ = Ｄ ÷ ５ × ２

Ｅ Ｆ

所得割額
Ｇ = Ｂ － Ｅ
Ｈ = Ｃ － Ｆ

（百円未満切捨て）

Ｇ Ｈ

調
整
控
除
の
計
算

Ａが２００万円
以下の場合

次のいずれか小さい額の５％
・人的控除の差の合計額
・Ａの金額

Ａが２００万円
超の場合

{人的控除の差の合計額―（Ａの金額―200万円）}×５％
※この額が2,500円未満の場合は2,500円

調整控除

Ｄ（上記で算出した調整控除の額）

市民税 県民税

課税される所得金額
「⑫」－「㉘」

（千円未満切捨て）

Ａ

Ａ　×　税率
Ｂ = Ａ × 0.06
Ｃ = Ａ × 0.04

（端数切捨てしない）

Ｂ Ｃ

課税金額 3,000円 1,500円 1,000円

５．市民税県民税・森林環境税（国税）額の計算について

市民税 県民税 森林環境税（国税）

※文中に出てくる「総所得金額等」や「合計所得金額」は市民税県民税申告書の⑫合計を用いてください（分離課税等に係る所得金額がある場合を除く）。


市民税県民税は大きく分けて、「均等割」と「所得割」の2種類があります。森林環境税（国税）は「均等割」とあわせて賦課徴収します。
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